
荷主の皆さまへ

トラックドライバーの働き方改革・法令遵守を進めるには荷主の
理解と協力が不可欠です
トラック運送事業では、ドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業活動を支える物

流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、

コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。

そのためには、荷主や配送先の都合による長時間の荷待ち時間や、ドライバーが労働時間のルー

ルを遵守できないような運送の依頼等を発生させないことが重要であり、荷主の理解と協力が必要不

可欠です。

国土交通大臣は、「違反原因行為」※（トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為）を

している疑いのある荷主に対して、関係省庁と連携して、トラック運送事業者のコンプライアンス確保には

荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行います。

●

荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合等には、「要請」や「勧告・公表」

を行います。

●

トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、「公正取引委員会に

通知」します。
●

②違反原因行為をしている疑いがある荷主に対して、国土交通大臣が働きかけ等を
行います。 （裏面参照）

①荷主の配慮義務
荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないこ

ととする責務規定 （裏面参照）
●

※「荷主」には着荷主や元請事業者も含まれます。

近畿運輸局

違反原因行為を荷主がしている
疑いがあると認められる場合

荷主が違反原因行為をしていることを
疑う相当な理由がある場合

要請してもなお改善
されない場合

働きかけ 要請 勧告・公表

※違反原因行為の例
契約にない附帯業務の依頼無理な到着時間の設定恒常的に長い荷待ち時間

過積載になるような依頼 大型台風や豪雨・豪雪日の配送 適正取引における運賃・料金等の不当な据え置き



【参照条文】 
 
○貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号） 
 
 
（荷主の責務） 

第六十三条の二 荷主は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事

業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。 
 
   附 則 
 （違反原因行為への対処） 
第一条の二 国土交通大臣は、当分の間、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づ 
く命令に違反する原因となるおそれのある行為（以下この条において「違反原因行為」という。） 
を荷主がしている疑いがあると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該荷主に関する情 
報を提供することができる。 

２ 国土交通大臣は、当分の間、前項の荷主に対し、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの 
法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう荷主が配慮することの重要性に 
ついて理解を得るために必要な措置を講ずることができる。 

３ 国土交通大臣は、当分の間、荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由 
があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為をしないよう要請することができる。 

４ 国土交通大臣は、当分の間、前項の規定による要請を受けた荷主がなお違反原因行為をして 
いることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為を 
しないよう勧告することができる。ただし、第六十四条第一項の規定により勧告することがで 
きる場合は、この限りでない。 

５ 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。 
６ 関係行政機関の長は、荷主による違反原因行為の効果的な防止を図るため、第二項から第四 
項までの規定の実施について、国土交通大臣に協力するものとする。 

７ 国土交通大臣は、第二項から第四項までの規定の実施に際し、貨物自動車運送事業者に対す 
る荷主の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四 
号）第二条第九項に規定する不公正な取引方法に該当すると疑うに足りる事実を把握したとき 
は、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。 

 
 


